
定時株主総会
招集ご通知第40回

2023年３月28日（火曜日）
午前10時

証券コード：6694
株式会社ズーム

開催
日時

東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地
御茶ノ水ソラシティ１階
ソラシティカンファレンスセンター
Room B
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

開催
場所

■	決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締

役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選

任の件
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株主総会会場ご案内図���������� 裏表紙

株主様の健康と安全を確保し、新型コロナ
ウイルス感染拡大を防止するため、議決権
は書面又はインターネットで事前に行使い
ただき、当日のご来場は可能な限りお控え
いただけますようお願い申し上げます。
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（証券コード 6694）
2023年３月９日

（電子提供措置の開始日 2023年３月６日）
株 主 各 位

東京都千代田区神田駿河台四丁目４番地３
株 式 会 社 ズ ー ム
代 表 取 締 役 CEO 飯 島 雅 宏

第40回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第40回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に

ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに「第40回定時株主
総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご
確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト https://ir.zoom.co.jp/ja/index.html

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも
掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスし
て、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を
選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、株主様においては、可能な限り株主総会
へのご来場をお控えいただき、インターネット又は書面による事前の議決権行使をお願い申し上
げます。
インターネット又は書面による議決権行使にあたっては、お手数ながら株主総会参考書類をご

検討のうえ、３～４ページに記載のご案内に従って、2023年３月２７日（月曜日）午後５時30
分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬具
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記
１． 日 時 2023年３月２８日（火曜日） 午前10時（受付開始午前９時30分）
２． 場 所 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地

御茶ノ水ソラシティ１階
ソラシティカンファレンスセンター Ｒｏｏｍ Ｂ
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３． 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第40期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）事業報告、

連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査
結果報告の件

２．第40期（2022年１月１日から2022年12月31日まで）計算書類報
告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

以上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます

ようお願い申し上げます。
◎ 書面交付請求されていない株主様には、本招集ご通知のみをご送付しております。
◎ 書面交付請求された株主様には、電子提供措置事項記載書面をご送付しております。
◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東

証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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株主総会における議決権は、次のいずれかの方法により行使いただくことができます。

議決権行使についてのご案内

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

2023年３月28日（火曜日）
午前10時

株主総会
日時

株主総会へのご出席
議決権行使書 招集ご通知

議決権行使書 お願い
株式会社ズーム 御中

○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

1 ○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○

2 ○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

3 ○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○

株主番号 議決権行使個数 個

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示し、折り返しご送付ください。議決権行使書面におい
て、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

パソコン又はスマートフォン等から議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、上記の行使期限ま
でに議案に対する賛否をご入力ください。議決権行使ウェブサイト及び議決権行使方法の詳細につきまし
ては、次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

2023年３月27日（月曜日）
午後５時30分必着

2023年３月27日（月曜日）午後５時30分まで

行使期限

行使期限

郵送

インターネット

議決権行使書

議決権行使書のご記入方法
賛成の場合�▶	賛	に○印
反対の場合�▶�否�に○印

第１号議案

こちらに議案の
賛否をご記入ください。

※�上記は議決権行使書の
イメージとなります。

全員賛成の場合�▶	賛	に○印
全員反対の場合�▶�否�に○印

第２号・第３号議案

一部候補者に賛成の場合
▶�否	に○印をし、賛成する候補者番号を記入
一部候補者に反対の場合
▶�賛�に○印をし、反対する候補者番号を記入

議 案 第 1 号
議 案

第 2 号
議 案

下の候補
者を除く

第 3 号
議 案

下の候補
者を除く

賛
否
表
示
欄

賛 賛 賛

否 否 否

( ) ( )
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書面及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効といたします。
インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効といたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

※��議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して、通信料金及びプロバイダへの接続料
金等は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

※��パソコン又はスマートフォン等による議決権行使は、インターネット利用環境によって
は行えない場合もございますので、ご了承ください。また、携帯電話による議決権行使
は、携帯電話の機種等によっては行えない場合もございますので、ご了承ください。

インターネットによる議決権行使についての注意事項

東京証券代行株式会社

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点
につきましては、以下にお問い合わせくださいますよう
お願い申し上げます。

■	議決権行使コード・パスワードを入力する方法

■	スマートフォンにてQRコードを読み取る方法「スマート行使」

「議決権行使コード」を入力
「ログイン」をクリック

「次へすすむ」をクリック

※�「�QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「パスワード」を入力
「次へ」をクリック

1.		議決権行使ウェブサイトにアクセス
してください。

1.		スマートフォンにて議決権行使書
用紙右下に記載のQRコードを読み
取ってください。

2.		議決権行使書用紙に記載された「議
決権行使コード」をご入力ください。

2.		以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

3.		議決権行使書用紙に記載された「パ
スワード」をご入力ください。

クリック
クリック

入	力
入	力

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数です
がパソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙
に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力して
ログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※��QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向け
サイトへ遷移できます。

クリック

議決権行使ウェブサイト�▶	https://www.tosyodai54.net

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

QR

（受付時間：午前9時〜午後9時）

QR
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題と認識しており、事業年度ごとの利益の状況、

将来の事業展開などを勘案しつつ、安定した配当を維持するとともに株主の皆様への利益還元に
努めることとしております。具体的には、配当性向30％前後を目安に安定的な配当を実施する
方針としており、この方針のもと、第40期の期末配当につきましては、以下のとおりにしたい
と存じます。

１．配当財産の種類
金銭といたします。

２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき 50円
配当総額 214,338,050円

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月29日
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名は、本総会終結の時をもって任期満了
となります。つきましては経営体制の一層の強化を図るため取締役２名を増員することとし、取
締役４名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は下記のとおりであります。

１ いい じま まさ ひろ

飯島 雅宏（1955年11月３日生）
所有する当社の株式の数……… 705,400株
取締役会出席状況 …………15/15回(100%)

再 任 [略歴、地位及び担当]
1977年４月 株式会社コルグ入社
1983年９月 当社設立に参加
1996年４月 当社管理部部長
1998年２月 当社取締役
2003年９月 当社常務取締役
2004年７月 ZOOM HK LTD Director（現任）
2008年５月 当社代表取締役CEO（現任）
2013年５月 ZOOM North America, LLC

Manager (現任）

2018年４月 Mogar Music S.p.A.（現 Mogar
Music S.r.l.）Director
(President) (現任）

2021年３月 株式会社フックアップ取締役（現
任）

2023年１月 Sound-Service
Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft
mbH Director（現任）

[重要な兼職の状況]
ZOOM North America, LLC Manager
Sound-Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH Director
Mogar Music S.r.l. Director(President)
株式会社フックアップ取締役
ZOOM HK LTD Director

取締役候補者とした理由
飯島雅宏氏は、当社の創業メンバーであり2008年５月より代表取締役CEOを務め、経営者
としての豊富な経験と高い見識を有しております。新製品開発から営業、生産、管理まで当
社の様々な部門に精通しており、当社グループの持続的な成長のために適切な人材であるこ
とから、引続き取締役としての選任をお願いするものであります。
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２ く どう しゅん すけ

工藤 俊介（1979年5月31日生）
所有する当社の株式の数………… 19,400株
取締役会出席状況 ………… 0/0回( - %)

新 任 [略歴、地位及び担当]
2002年４月 当社入社
2015年３月 エンジニアリングディヴィジョン

シニアマネジャー
2018年４月 CRDO兼リサーチ＆デベロップメン

トディヴィジョン ヴァイスプレジ
デント

2021年４月 リサーチ＆デベロップメントディヴ
ィジョン CRDO（現任）

2023年２月 株式会社フックアップ取締役（現
任）

[重要な兼職の状況]
株式会社フックアップ取締役

取締役候補者とした理由
工藤俊介氏は、当社入社以来開発エンジニアとして新製品の開発に携わっており、当社製品
及び開発業務に精通しております。また、2018年より執行役員として会社経営に関与して
おり、当社業務について幅広い経験と知見を有しております。当社グループの持続的な成長
のために不可欠な人材と判断し、取締役としての選任をお願いするものであります。

３ かわ の たつ や

河野 達哉（1964年10月6日生）
所有する当社の株式の数………… 57,000株
取締役会出席状況 ………… 0/0回( - %)

新 任 [略歴、地位及び担当]
1988年３月 当社入社
2005年９月 エンジニアリングディヴィジョン

ジェネラルマネジャー
2012年２月 当社取締役ヴァイスプレジデント

プロダクトデベロップメント担当
2016年３月 CDO兼エンジニアリングディヴィ

ジョン ヴァイスプレジデント

2018年４月 CPDO兼プロダクトデベロップメン
トディヴィジョン ヴァイスプレジ
デント

2021年４月 エンジニアリングディヴィジョン
CTO（現任）

[重要な兼職の状況]
なし

取締役候補者とした理由
河野達哉氏は、当社入社以来開発エンジニアとして新製品の開発に携わっており、当社製品
及び開発業務に精通しております。また、10年以上当社の取締役又は執行役員として会社
経営に関与しており、当社業務について幅広い経験と知見を有しております。今後も当社グ
ループの開発業務において不可欠な人材と判断し、取締役としての選任をお願いするもので
あります。
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４ やま だ たつ ぞう

山田 達三（1969年７月20日生）
所有する当社の株式の数………… 56,600株
取締役会出席状況 …………15/15回(100%)

再 任 [略歴、地位及び担当]
1995年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査

法人トーマツ）入所
1999年５月 公認会計士登録
2002年７月 デロイト クアラルンプール事務所

出向 ディレクター
2008年６月 株式会社ブレインパッド入社
2008年８月 同社取締役
2009年12月 株式会社ミスミ入社 株式会社プロ

ミクロス（現シグニ株式会社）出向
2012年６月 当社入社 アドミニストレーション

ディヴィジョン ヴァイスプレジデ
ント（現任）

2013年３月 当社取締役CFO（現任）
2018年３月 ZOOM HK LTD Director（現任）
2018年３月 ZOOM North America, LLC

Manager （現任）
2018年４月 Mogar Music S.p.A. （現 Mogar

Music S.r.l.）Director（現任）
2021年３月 株式会社フックアップ取締役（現

任）
2023年１月 Sound-Service

Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft
mbH Director（現任）

[重要な兼職の状況]
ZOOM North America, LLC Manager
Sound-Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH Director
Mogar Music S.r.l. Director
株式会社フックアップ取締役
ZOOM HK LTD Director

取締役候補者とした理由
山田達三氏は、当社入社以来管理部門の責任者を務めており、グループ会社を含む管理体制
の構築に貢献してきました。また、CFOとしての任務を通じて当社グループの事業活動に
関して豊富な経験と知識を有しており、当社グループの持続的な成長のために適切な人材で
あることから、引続き取締役としての選任をお願いするものであります。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係を有しておりません。
２．当社の監査等委員会は、本議案の全ての取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は妥当であると判断しており

ます。
３．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担してお

ります。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員（既に退任又
は退職している者及び保険期間中に役職に就く者を含む。）としており、当該保険契約の内容の概要は、被保険者である
対象役員等が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害を
当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者が法令違反の行為であることを認識していた場合は
填補の対象外とする等、一定の免責事項を設けており、当該役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため
の措置を講じております。各取締役候補者の選任又は再任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなります。また、当該保険契約は次回更新時において同内容での更新を予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役３名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査
等委員である取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は下記のとおりであります。

１ よこ やま かず き

横山 和樹（1976年８月28日生）

所有する当社の株式の数…………… - 株
取締役会出席状況 …… 15/15回(100%)
監査等委員会出席状況 …… 15/15回(100%)

再 任 [略歴、地位及び担当]
1999年４月 株式会社アコム入社
2005年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監

査法人トーマツ）入所
2010年１月 株式会社AGSコンサルティング入

社
2010年12月 公認会計士登録
2015年１月 アクセルアライアンス会計事務所

（現アクセル会計事務所）設立 代
表 就任

2015年６月 当社取締役・監査等委員 就任（現
任）

2016年１月 株式会社アクセルアライアンス
（現株式会社アクセルコンサルティ
ング）設立 代表取締役 就任（現
任）

2017年12月 パラカ株式会社 社外取締役 就任
（現任）

2020年１月 税理士法人アクセル 代表社員 就
任（現任）

2020年７月 監査法人アクセル 代表社員 就任
（現任）

2021年３月 株式会社フックアップ監査役（現
任）

[重要な兼職の状況]
株式会社アクセルコンサルティング代表取締役 パラカ株式会社社外取締役
監査法人アクセル代表社員 株式会社フックアップ監査役
税理士法人アクセル代表社員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
横山和樹氏は、会計監査、調査業務等を経験してきた公認会計士・税理士として、会計・税
務面について豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を活かして当社グループの
事業部門監査を行っていただいており、監査等委員である社外取締役として適任であること
から、引続き選任をお願いするものであります。
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２ やま ね ふかし

山根 深（1951年５月１日生）

所有する当社の株式の数…………… - 株
取締役会出席状況 …… 15/15回(100%)
監査等委員会出席状況 …… 15/15回(100%)

再 任 [略歴、地位及び担当]
1975年４月 興和新薬株式会社入社
1980年７月 デロイトハスキンズアンドセルズ

公認会計士共同事務所（現有限責
任監査法人トーマツ）入所

1982年８月 太田昭和監査法人（現EY新日本有
限責任監査法人）入所

1986年３月 公認会計士登録

1987年５月 株式会社エーピーエス（会計法人）
設立 代表取締役 就任

2009年１月 税理士法人エーピーエス設立 代表
社員 理事長 就任（現任）

2012年２月 当社監査役 就任
2015年６月 当社取締役・監査等委員 就任（現

任）

[重要な兼職の状況]
税理士法人エーピーエス代表社員 理事長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
山根深氏は、財務調査、税務業務等を経験してきた公認会計士・税理士として、会計・税務
面について豊富な知識を有していることから、その経歴と経験を活かして広範囲かつ高度な
視野で当社グループの監査を行っていただいており、監査等委員である社外取締役として適
任であることから、引続き選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となる
こと以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員
である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
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３ い とう かつ ひこ

伊藤 勝彦（1972年７月２日生）

所有する当社の株式の数…………… - 株
取締役会出席状況 …… 15/15回(100%)
監査等委員会出席状況 …… 15/15回(100%)

再 任 [略歴、地位及び担当]
2000年10月 弁護士登録（東京弁護士会）
2000年10月 高橋鉄法律事務所入所
2003年７月 霞が関パートナーズ法律事務所パ

ートナー

2020年12月 ITN法律事務所パートナー（現任）
2021年３月 当社取締役・監査等委員 就任（現

任）

[重要な兼職の状況]
ITN法律事務所パートナー

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
伊藤勝彦氏は、弁護士の資格を有しており法律に関する豊富な知識を有していることから、
その経歴と経験を活かして広範囲かつ高度な視野で当社グループの監査を行っていただくこ
とが期待されるため、監査等委員である社外取締役として適任であると考えており、引続き
選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経
営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役としての
職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係を有しておりません。
２．横山和樹氏、山根深氏及び伊藤勝彦氏は社外取締役候補者であります。
３．横山和樹氏、山根深氏及び伊藤勝彦氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、就任期間は、横山和樹氏及び

山根深氏は本総会終結の時をもって７年９か月、伊藤勝彦氏は２年となります。また、当社は三氏を、株式会社東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、再任が承認された場合は、三氏を引続き独立役
員とする予定であります。

４．山根深氏は、過去に当社の業務執行者ではない役員（社外監査役）であったことがあります。
５．当社と横山和樹氏、山根深氏及び伊藤勝彦氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づく同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低
責任限度額としております。なお、各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担してお
ります。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員（既に退任又
は退職している者及び保険期間中に役職に就く者を含む。）としており、当該保険契約の内容の概要は、被保険者である
対象役員等が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害を
当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者が法令違反の行為であることを認識していた場合は
填補の対象外とする等、一定の免責事項を設けており、当該役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため
の措置を講じております。各取締役候補者の再任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなり
ます。また、当該保険契約は次回更新時において同内容での更新を予定しております。

以上
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事 業 報 告
（2022

2022
年
年

１
12

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（１）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済は、引続き新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける
中、米国ではインフレや政策金利の引き上げが景気を下押ししているものの、良好な雇用・所
得環境や経済対策に支えられ個人消費は引き続き堅調であります。欧州においては、ウィズコ
ロナに伴うサービス消費の回復が一巡したことや、資源高及び高インフレによる購買力低下に
より、先行き不透明な状況となっております。中国ではゼロコロナ政策に基づき幅広い地域で
実施されていた活動制限は解除されたものの、個人消費は引続き低迷しております。我が国経
済は、景気は緩やかに持ち直しているものの、企業の景況感が特に製造業において悪化してお
り、個人消費では新型コロナウイルスの感染再拡大が重石となっています。
当社グループが属する楽器関連機器業界においては、コロナ禍におけるリモートワークやス

テイホームの浸透によるライフスタイルの変化による堅調な需要は一巡し、ロシアのウクライ
ナ侵攻による原材料価格の高騰及びインフレの加速、半導体の供給不足や物流網の混乱が大き
な下振れ要因となっており、先行き不透明な状況が続いております。
このような状況の中、連結子会社である株式会社フックアップの決算日の変更に伴い当連結

会計年度は同社の2021年10月から2022年12月31日までの15ヶ月分の損益を取り込んでい
ることに加え円安効果があったものの、一部販売代理店による在庫調整及び半導体不足による
売れ筋製品の供給不足により、売上高は前期比で微減となりました。
さらに、世界的な輸送コストの上昇や、半導体不足に対応するために一部高価な市場流通品

を購入せざるを得なかったことによる売上原価の増加等により、営業利益をはじめとした各段
階利益は前連結会計年度に比べ大きく減少いたしました。
以上の結果、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は13,235,630千円（前

期比1.4％減）、営業利益は664,159千円(前期比47.2％減)、経常利益は720,183千円（前期
比40.8％減）及び親会社株主に帰属する当期純利益は377,543千円（前期比55.8％減）とな
りました。
当社グループは音楽用電子機器事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を

省略しております。製品カテゴリー別の説明は以下のとおりであります。
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（ハンディオーディオレコーダー）
ハンディオーディオレコーダーは、主として欧米の販売代理店の在庫調整により出荷が減少

したため、売上高は4,093,295千円（前期比17.0％減）となりました。

（デジタルミキサー/マルチトラックレコーダー）
デジタルミキサー/マルチトラックレコーダーは、欧米でのPシリーズへの需要低下や、半導

体不足の影響のため主としてLシリーズの生産数量が大きく落ち込んだこと等により、売上高
は1,684,410千円（前期比23.5％減）となりました。

（マルチエフェクター）
マルチエフェクターは、円安及び2021年10月発売のB6や2022年12月発売のG2 FOUR及

びG2X FOURの新製品効果があったことにより、売上高は1,404,732千円（前期比8.9％増）
となりました。

（プロフェッショナルフィールドレコーダー）
プロフェッショナルフィールドレコーダーは、半導体不足の影響により一部製品について十

分な生産ができない状況が続いているものの、需要の多いF3を想定以上に供給できたことに
加え、円安及び2022年12月発売のMシリーズの新製品効果があったこと等により、売上高は
1,349,880千円（前期比39.4％増）となりました。

（ハンディビデオレコーダー）
ハンディビデオレコーダーは、2021年12月発売のQ8n-4Kの新製品効果があったものの、

新型コロナウイルス感染拡大に伴うテレワークの浸透によるWEB会議目的等での需要の急増
が前年にあったことによる反動減により、売上高は661,639千円（前期比19.2％減）となり
ました。

（マイクロフォン）
マイクロフォンは、前年にZDM-1PMP等の新製品効果による販売増があったことによる反

動により、売上高は330,001千円（前期比30.8％減）となりました。
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（ボーカルプロセッサ―）
ボーカルプロセッサ―は、製品への需要は堅調であったものの、半導体不足の影響により一

部の製品について十分な生産ができなかったため、売上高は218,372千円（前期比9.7％減）
となりました。

（オーディオインターフェース）
オーディオインターフェースは、円安及びAMSシリーズの新製品効果に加え、Uシリーズの

出荷価格を見直したことによる販売数量の増加により、売上高は140,138千円（前期比44.0
％増）となりました。

（Mogar取扱いブランド）
Mogar取扱いブランドは、円安及び南ヨーロッパにおいてコロナ禍での経済活動の正常化が

進んだことにより引き続き需要が回復傾向にあることから、売上高は959,135千円（前期比
15.9％増）となりました。

（フックアップ取扱いブランド）
フックアップ取扱いブランドは、前年同期は９ヶ月分の損益を取り込んだ一方、当期は決算

日の変更に伴い15ヶ月分の損益を取り込んだことに加え、主要取扱ブランドであるUniversal
Audio社のVoltシリーズの新製品効果等により、売上高は1,982,972千円（前期比80.6％増）
となりました。
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（２）対処すべき課題
当社グループは、不透明な外的要因が続くことを前提に、安定的、持続的に事業を拡大する

ため、下記のような課題に取り組んでまいります。

① 成長戦略とガバナンス
主要国の販売代理店の子会社化を進めてまいりましたが、その効果を実現するためにはズー

ム・グループ全体のガバナンスの徹底とシナジーの実現が重要と考えております。
2023年１月１日付で持分の51%を取得したことにより連結子会社となったSound Service
Musikanlagen - Vertriebsgesellschaft mbHについてきましては、経営に関しては引続き
現地の裁量に任せるスタイルをとる一方、綿密に現地経営陣とコミュニケーションを取ること
により、適切な決算書を適時に作成するための経理機能の強化やモニタリング体制の整備等、
同社の内部管理体制の構築とガバナンスの強化に努めてまいります。株式会社フックアップ社
につきましては、同社の目利き力を活かしたアクセサリー製品のラインナップ増や投資案件の
検討に取り組むこと等により、シナジーを実現させてまいります。
また、欧米日以外の市場でのプレゼンス拡大を今後の課題として認識しており、対応に着手

いたします。

② 半導体不足への対応
半導体を中心とした世界的な部品入手難は改善方向にあるものの、依然として当社製品の需

要に対して生産に必要な部品の数量は不足しております。特に需要の高い製品は設計変更を行
い、新製品においては供給安定性の高い部品の採用に留意しつつ、重要電子部品においては２
年後までの購入計画を立てるなど、最善の取り組みを行っております。引き続き消費者の需要
に応えることを最優先にこの問題に取り組んでまいります。

③ 商品開発
長期化したステイホームにより、楽器を始めてみたい、もう一度チャレンジしたい、動画配

信をしてみたいといった需要が増加しました。当社は初心者にも購入しやすい価格で製品を開
発してまいりましたが、使い勝手に関しては複雑な上位機種の文脈を引き継ぐことがあり、せ
っかく増加した初見のユーザーが戸惑う場面が想定されます。また、いわゆるZ世代はスマー
トフォンなどの洗練されたユーザーインターフェースに生まれ付き慣れ親しんでいます。この
現状を鑑み、ユーザーの人物像までを深堀して設定し設計、操作テストを充実させるなど、だ
れもが使いやすい製品の開発に取り組んでまいります。
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④ 人材確保
中堅若手人材に定着してもらうことは、企業理念の浸透、企業風土の醸成、組織力向上の観

点で非常に重要です。彼、彼女らは会社の将来を担う人材ですが、少子化により若者の絶対数
が減り、当社にとって採用はますます困難な状況に陥ることが予想されます。新卒採用時の訴
求力を上げ、中堅若手人材の定着率を盤石とするために、ES（従業員満足度）の向上と人材採
用システムの見直し、育成プログラムの充実に取り組んでまいります。

（３）設備投資の状況
当連結会計年度において実施しました設備投資の総額は255,160千円であり、その主なも

のは金型・冶具192,043千円であります。

（４）資金調達の状況
該当事項はありません。
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（５）財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分 第37期
2019年12月期

第38期
2020年12月期

第39期
2021年12月期

（当連結会計年度）
第40期

2022年12月期

売 上 高 （千円） 8,608,373 10,419,513 13,417,856 13,235,630

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 （千円） 250,971 502,846 854,084 377,543

１株当たり当期純利益 （円） 55.01 111.78 199.56 88.36

総 資 産 （千円） 7,855,496 10,198,210 10,829,574 13,650,031

純 資 産 （千円） 4,875,181 5,136,486 5,911,867 6,590,009

１株当たり純資産額 （円） 1,064.28 1,142.28 1,363.96 1,513.92

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 第37期
2019年12月期

第38期
2020年12月期

第39期
2021年12月期

（当事業年度）
第40期

2022年12月期

売 上 高 （千円） 7,060,882 8,059,669 9,594,650 7,896,042

当 期 純 利 益 （千円） 249,231 146,240 775,613 511,021

１株当たり当期純利益 （円） 54.63 32.51 181.23 119.60

総 資 産 （千円） 6,433,157 8,469,943 8,396,549 9,566,049

純 資 産 （千円） 4,274,412 4,278,393 4,595,601 4,864,732

１株当たり純資産額 （円） 934.84 955.13 1,074.07 1,134.83

（注） １．当社は、2022年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。第37
期の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定
しております。

２．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１株当たり純資産
額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を第40期の期首から適
用しており、第40期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっておりま
す。
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（６）重要な子会社の状況
名称 資本金 当社の出資比率 主要な事業の内容

ZOOM HK LTD US$12,800 100.0％ 輸出入のサポート業務

Mogar Music S.r.l. Euro101,490 51.0％ 音楽機器販売事業

ZOOM North America, LLC US$1,500,000 100.0％ 音楽機器販売事業

株式会社フックアップ 12,000千円 100.0％ 音楽機器販売事業

（７）主要な事業内容（2022年12月31日現在）
当社グループは、音楽用電子機器の開発及び販売を主な事業としております。

（８）主要な営業所等（2022年12月31日現在）
① 当社

本社 東京都千代田区
② 子会社

ZOOM HK LTD （本社：中国香港）
Mogar Music S.r.l. （本社：イタリア）
ZOOM North America, LLC （本社：米国）
株式会社フックアップ （本社：東京都台東区）

（９）従業員の状況（2022年12月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

従業員数 前期末比増減
165名 6名減

（注） 上記従業員数は就業人員数であり、臨時従業員は含まれておりません。

2023年02月24日 16時14分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 19 ―

② 当社の従業員の状況
従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数
97名 4名減 41.3歳 10.3年

（注） 上記従業員数は就業人員数であり、臨時従業員は含まれておりません。

（10）主要な借入先（2022年12月31日現在）
借入先 借入残高

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,634,511千円
株式会社みずほ銀行 1,475,520千円

（注） 企業集団としての主要な借入先を記載しております。

２．会社の株式に関する事項（2022年12月31日現在）
（１）発行可能株式総数 15,800,000株
（２）発行済株式の総数 4,594,824株（自己株式308,063株を含む）
（３）株主数 2,763名
（４）大株主（上位10名）

株主名 持株数 持株比率
飯島 雅宏 705,400株 16.46％
莅戸 道人 318,200 7.42
Deutsche Bank AG, Frankfurt 315,500 7.36
ズーム社員持株会 214,212 5.00
松尾 泉 210,000 4.90
The Chase Manhattan Bank. N.A. London Special account No.1 173,500 4.05
MSIP Client Securities 155,700 3.63
吉田 知広 137,700 3.21
岡三証券株式会社 71,100 1.66
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 60,300 1.41

（注） 当社は、自己株式308,063株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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(５）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況
当社は、2021年３月30日開催の第38回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬

制度を導入いたしました。これを受け、2022年３月29日開催の取締役会において譲渡制限付
株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年４月28日付で取締役(監査等委員である取締役
及び社外取締役、代表取締役CEOである飯島雅宏氏を除く)１名に対し1,600株、取締役を兼
務しない執行役員４名に対し6,400株の自己株式の処分を行っております。

（６）その他株式に関する重要な事項
2022年１月１日付で、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行ったことにより、発

行可能株式総数は7,900,000株増加し15,800,000株となり、発行済株式の総数は2,297,412
株増加し4,594,824株となっております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
（１）当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予

約権等の状況
該当事項はありません。

（２）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に対して交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

（３）その他新株予約権等に関する重要事項
該当事項はありません。

2023年02月24日 16時14分 $FOLDER; 21ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 21 ―

４．会社役員に関する事項
（１）取締役の氏名等（2022年12月31日現在）

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役 飯 島 雅 宏

CEO
ZOOM HK LTD Director
Mogar Music S.r.l. Director（President）
ZOOM North America, LLC Manager
株式会社フックアップ 取締役

取締役 山 田 達 三
CFO兼アドミニストレーションディヴィジョン ヴァイスプレジデント
ZOOM HK LTD Director
Mogar Music S.r.l. Director
ZOOM North America, LLC Manager
株式会社フックアップ 取締役

取締役
（監査等委員）

横 山 和 樹
株式会社フックアップ 監査役
株式会社アクセルコンサルティング 代表取締役、税理士法人アクセル
代表社員、監査法人アクセル 代表社員、パラカ株式会社 社外取締役、
公認会計士・税理士

取締役
（監査等委員） 山 根 深 税理士法人エーピーエス 代表社員 理事長、公認会計士・税理士

取締役
（監査等委員） 伊 藤 勝 彦 ITN法律事務所 パートナー、弁護士

（注） １．取締役横山和樹氏、山根深氏、及び伊藤勝彦氏は社外取締役であります。
２．取締役横山和樹氏及び山根深氏はそれぞれ公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有するものであります。
３．当社は、監査等委員会の職務を補助する専任の担当者を配置しており、重要会議への出席等を通じ

て情報の収集を行うほか、内部監査担当者及び取締役から定期的にヒアリングを行い、監査の実効
性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

４．当社は、取締役横山和樹氏、山根深氏、及び伊藤勝彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員
として指定し、同取引所に届け出ております。
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５．当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化と
コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務しない執行役員は次の５名であります。

氏名 職位
Massimo Barbini

（マッシモ バルビーニ） CSMO （Chief Sales & Marketing Officer）

河野 達哉 CTO （Chief Technology Officer）

工藤 俊介 CRDO （Chief Research & Development Officer）

新木 暁雄 CPO （Chief Production Officer）

Scott Elliot Goodman
（スコット エリオット グッドマン） COEMO（Chief OEM Officer）

（２）責任限定契約の内容の概要
当社は、監査等委員である取締役全員と、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額と

しております。

(３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、

保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の
取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員（既に退任又は退職している者及び保険期間中に
役職に就く者を含む。）としており、当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員
等が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずる
ことのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者が法令
違反の行為であることを認識していた場合は填補の対象外とする等、一定の免責事項を設けて
おり、当該役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じておりま
す。
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（４）取締役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2021年２月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る

決定方針を定めており、その概要は次のとおりです。
１．基本方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ）に対する報酬は、企業価値
の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系と
し、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基
本方針とする。報酬は、基本報酬（金銭報酬）と非金銭報酬により構成される。
また、社外取締役に対する報酬は、企業業績に左右されず取締役の職務執行を監督する

立場を考慮し、基本報酬（金銭報酬）のみとする。
２．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定

に関する方針を含む。)
取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、会社の財政状態及び経営成績、

取締役の職務・職責及び会社への貢献度等を総合的に勘案して決定する。
３．非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は

条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために

支給する金銭債権の総額は年額１億円以内（使用人兼務役員の使用人部分を除く。）、か
つ、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は年間12,800株以内（但し、第38回
定時株主総会の決議日以降の日付を効力発生日とする普通株式の株式分割又は株式併合が
行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。）とする。
取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。

４．金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関
する方針
取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬の額の割合について

は、取締役の個人別の基本報酬である金銭報酬の額を参考として、取締役会にて決定す
る。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬については、代表取締役が原案を作成し、監査等委員会の同

意を得たうえで取締役会の決議により決定する。
非金銭報酬については、取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。
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② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額は、2015年６月12日開催の臨時株

主総会において、年額２億円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と決議し
ております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は４
名です。また、当該報酬枠とは別枠で、2021年３月30日開催の第38回定時株主総会におい
て、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。使用人兼務取締役の使用人分給
与を含まない。）に対する譲渡制限付株式報酬制度の報酬総額は年額１億円以内と決議してお
ります。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）
の員数は2名です。
監査等委員である取締役の報酬総額は、2015年６月12日開催の臨時株主総会において、年

額2千万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数
は３名です。

③当事業年度に係る取締役の報酬等の額

区分 支給
人数

報酬等の種類別の額
報酬等の額

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等
取締役（監査等委員である
取締役を除く。）
（うち社外取締役）

２名
(-名)

52,248千円
(-)

-
(-)

1,206千円
(-)

53,454千円
(-)

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

３名
( ３名)

13,200千円
(13,200千円)

-
(-)

-
(-)

13,200千円
(13,200千円)

合計 ５名 65,448千円 - 1,206千円 66,654千円

（注） １．非金銭報酬等の内容は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社株式であり、当事業年度における費
用計上額を記載しております。

２．当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、（４）①に記載の手続きを経て取締
役の個人別の報酬等が決定されていることを確認しており、その内容が決定方針に沿うものである
と判断しております。
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（５）社外役員に関する事項
① 社外役員の重要な兼職先と当社の関係

取締役横山和樹氏は、株式会社アクセルコンサルティングの代表取締役、税理士法人アクセ
ル及び監査法人アクセルの代表社員を兼務しており、パラカ株式会社の社外取締役でありま
す。当社と上記各社との間には、特別な関係はありません。また、当社の100%子会社である
株式会社フックアップの監査役を兼務しております。
取締役山根深氏は、税理士法人エーピーエスの代表社員 理事長を兼務しております。当社

と上記会社との間には、特別な関係はありません。
取締役伊藤勝彦氏は、ITN法律事務所のパートナーを兼務しております。当社と上記会社と

の間には、特別な関係はありません。

② 主な活動状況

区分 氏名 出席状況、発言状況及び
社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役 横山 和樹 当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、また、当事業年度開
催の監査等委員会15回の全てに出席し、会計監査、調査業務等を経験
してきた公認会計士・税理士としての専門的見地から、適宜発言を行っ
ております。
また、事業部門監査を行う特定監査等委員として、原則として週に１日
以上会社に出勤し、会社の重要会議に参加するほか業務監査を実施して
おります。

社外取締役 山根 深 当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、また、当事業年度開
催の監査等委員会15回の全てに出席し、財務調査や税務業務等の豊富
な経験に基づいた公認会計士・税理士としての専門的見地から、適宜発
言を行っております。

社外取締役 伊藤 勝彦 当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席し、また、当事業年度開
催の監査等委員会15回の全てに出席し、主に他社の社外役員や法務ア
ドバイザリー業務等の豊富な経験に基づいた弁護士としての専門的見地
から、適宜発言を行っております。

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款の定めに基づき、取締役会決議があった
ものとみなす書面決議が１回ありました。
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５．会計監査人の状況
（１）会計監査人の名称 太陽有限責任監査法人

（２）報酬等の額
支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 35,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 35,000千円

（注） １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会
計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の業務遂行状況等について、当社の会計
監査人と十分な協議を重ねたうえで、報酬等の額が決定されたものであることを確認し、会計監査
人の報酬等の額について同意をしております。

３．当社の重要な子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けて
おります。

（３）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場

合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、
当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査等委員である取締役全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人
を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最
初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま
す。
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６．会社の体制及び方針
（１）職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保

するための体制
当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について

取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

① 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
１．当社は、各取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、
文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保
管及び管理する。

２．当社の取締役及び監査等委員は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

② 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
１．取締役会は、コンプライアンス、情報セキュリティ、環境、災害対応、品質、輸出管理等
の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。

２．当社及び当社子会社の事業経営に関連して生じうる損失の危険、例えば主要な取引契約や
法的措置に関連して生ずる損失については、「経営会議」において議題として設け、必要に応
じて損失の危険に繋がる要素を回避する方策を決定する場とする。

３．内部監査担当は、各部門（当社子会社を含む）のリスク管理状況を監査し、その結果を代
表取締役に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点
の把握と改善に努める。

③ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
１．取締役会は月に１回定期的に、又は必要に応じて適時開催し、法令に定められた事項のほ
か、経営理念、経営方針、連結ベースの中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定
及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行
する。

２．各部門においては、「業務分掌・職務権限規程」及び「組織規程」に基づき権限の委譲を行
い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。当社子会社においても、そ
の規模等に応じ、当社の規程等に準じた組織規程・職務分掌規程等の整備を行わせるものと
する。
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④ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制

１．当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を
遵守するとともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。

２．取締役会は、「取締役会規程」「業務分掌・職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規
程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。

３．コンプライアンスの状況は、各部門責任者が参加する経営会議等を通じて取締役及び監査
等委員に対して報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識
し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。

４．代表取締役直轄の内部監査担当を設置し、各部門及び子会社の業務執行及びコンプライア
ンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査等委員に報告
する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部
通報制度を構築し運用するものとする。

５．社会の秩序を乱し安全を脅かす反社会的勢力との関係を一切遮断し、毅然とした態度を以
って対応に臨み、健全な企業経営に努める。そのために、反社会的勢力への対応や方針を社
内的に整備し、警察や法律専門家等の社外機関との連携を図る。

⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団（以下、「当企業集団」という。）における業務の適
正を確保するための体制

１．当企業集団の経営については「関係会社管理規程」に基づき、コンプライアンス遵守状況
等に係る報告等を適宜受け、啓発できる体制を構築する。

２．当企業集団との利益相反取引については、可及的に市場価格での取引とし、当社の利益を
損ねない方策を講じる。
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⑥ 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該
使用人に対する指示の実効性確保に関する事項並びにその使用人の取締役（監査等委員で
ある取締役を除く）からの独立性に関する事項

１．監査等委員は、アドミニストレーションディヴィジョン所属の使用人に監査業務に必要な
事項を指示することができる。

２．指示を受けた使用人はその指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものと
する。

⑦ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制
１．監査等委員は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等
の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書類等の重要な文書を閲覧し、当社及び当社子会社
の取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。

２．当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、監査等委員に対して、法定の事項に加え、業
務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、社内通報制度による通報状況
及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員の情報収集・交換が適切に行えるよう協
力する。

３．当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及
ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う
こととする。

⑧ 当社の監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受
けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会への報告を行った当企業集団の取締役及び使用人に対し、当該報告を

したことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当企業集団の取締役及び使用
人に周知徹底する。
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⑨ 当社の監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該
職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について当社に対して会社法第399条の２第４項に基づく費用

の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務
が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる
ものとする。

⑩ その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
１．代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査等委員
会の環境整備の状況、監査等委員会の監査上の重要課題等について意見交換を行う。

２．監査等委員は、内部監査担当と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち
会うものとする。

３．監査等委員は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問法律事務所等に専門的な立場
からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携を
図ることとする。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 内部統制システム全般
当社及び当社子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査担当がモニ

タリングし、改善を進めております。
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② コンプライアンス
当社及び当社子会社においてコンプライアンスを重視した経営を行っていくため、「コンプ

ライアンス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」を定めました。その適切な運用を図
るために、関係会社を含め役員・社員にコンプライアンス・マニュアルを配布し、コンプライ
アンスの重要性を周知しています。
また、当社はコンプライアンス規程により相談・通報体制を設けており、コンプライアンス

の実効性向上に努めております。

③ リスク管理体制
当社及び当社子会社で把握されたリスク情報については、週次で開催される経営会議にて内

容が報告され、必要に応じて対応策が検討されております。

④ 内部監査
内部監査担当が作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ会社の内部監査を実施し

ております。

（３）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題と認識しており、事業年度ごとの利益の状

況、将来の事業展開などを勘案しつつ、安定した配当を維持するとともに株主の皆様への利益
還元に努めることとしております。具体的には、配当性向30％前後を目安に安定的な配当を
実施する方針としており、この方針のもと、当事業年度の年間配当金は１株当たり50円の配
当を予定しております。
なお、当社は、期末の年１回において剰余金の配当を行うことを基本方針としております

が、毎年６月30日の基準日をもって、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うこと
ができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当について
は取締役会、期末配当については株主総会であります。
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連結貸借対照表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流動資産 10,841,724 流動負債 5,907,744
現金及び預金 2,171,741 買掛金 1,080,048
売掛金 2,109,207 短期借入金 2,513,363
商品及び製品 4,013,301 １年内返済予定の長期借入金 177,076
原材料及び貯蔵品 1,288,016 未払金 647,642
未収還付法人税等 45,969 有償支給に係る負債 1,072,906
未収入金 938,274 未払法人税等 41,124
その他 293,836 賞与引当金 34,226
貸倒引当金 △18,623 製品保証引当金 54,291
固定資産 2,808,307 その他 287,063
有形固定資産 647,131 固定負債 1,152,277
建物及び構築物 65,346 長期借入金 897,374
機械装置及び運搬具 5,384 退職給付に係る負債 145,539
工具、器具及び備品 412,939 その他 109,363
リース資産 137,766 負 債 合 計 7,060,022
建設仮勘定 25,693 （純 資 産 の 部）
無形固定資産 1,437,836 株主資本 5,761,364
のれん 1,374,833 資本金 212,276
その他 63,002 資本剰余金 261,838
投資その他の資産 723,339 利益剰余金 5,653,272
投資有価証券 26,540 自己株式 △366,022
繰延税金資産 553,261 その他の包括利益累計額 728,436
その他 341,467 為替換算調整勘定 728,188
貸倒引当金 △197,929 退職給付に係る調整累計額 247

非支配株主持分 100,208
純 資 産 合 計 6,590,009

資 産 合 計 13,650,031 負債・純資産合計 13,650,031
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連結損益計算書
（自2022年１月１日 至2022年12月31日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 13,235,630
売上原価 8,014,024
売上総利益 5,221,606
販売費及び一般管理費 4,557,446
営業利益 664,159
営業外収益
受取利息 696
為替差益 21,472
受取還付金 18,300
助成金収入 4,308
解約返戻金 57,075
その他 2,142 103,996

営業外費用
支払利息 44,713
その他 3,258 47,972
経常利益 720,183
特別損失
固定資産除却損 35,616 35,616
税金等調整前当期純利益 684,567
法人税、住民税及び事業税 203,523
法人税等調整額 86,607 290,130
当期純利益 394,436
非支配株主に帰属する当期純利益 16,892
親会社株主に帰属する当期純利益 377,543
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連結株主資本等変動計算書
（自2022年１月１日 至2022年12月31日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2022年１月１日残高 212,276 261,838 5,525,605 △374,010 5,625,709
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △218,212 △218,212
親会社株主に帰属する当期純利益 377,543 377,543
自己株式の取得 △64,602 △64,602
自己株式の処分 △31,663 72,590 40,926
自己株式処分差損の振替 31,663 △31,663 －
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － － 127,667 7,987 135,654
2022年12月31日残高 212,276 261,838 5,653,272 △366,022 5,761,364

その他の包括利益累計額 非支配
株主持分 純資産合計為替換算

調整勘定
退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

2022年１月１日残高 220,184 △9,929 210,255 75,901 5,911,867
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △218,212
親会社株主に帰属する当期純利益 377,543
自己株式の取得 △64,602
自己株式の処分 40,926
自己株式処分差損の振替 －
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） 508,003 10,177 518,181 24,306 542,487

連結会計年度中の変動額合計 508,003 10,177 518,181 24,306 678,142
2022年12月31日残高 728,188 247 728,436 100,208 6,590,009
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連結注記表

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 ４社
連結子会社の名称：ZOOM HK LTD

Mogar Music S.r.l.
ZOOM North America, LLC
株式会社フックアップ

（２）非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の名称：東莞滋韵電子楽器技術諮詢有限公司
連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。
（３）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
当連結会計年度において、株式会社フックアップは、決算日を12月31日に変更し、連結
決算日と同一となっております。なお、当連結会計年度における会計期間は15か月とな
っております。

２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法を適用した関連会社の数及び主要な会社等の名称

持分法を適用した関連会社の数 －社
（２）持分法を適用しない非連結子会社の名称等

会社等の名称：東莞滋韵電子楽器技術諮詢有限公司
持分法を適用していない理由
持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等からみて、持

分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても
重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
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３．会計方針に関する事項
（１）資産の評価基準及び評価方法

① デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定）
（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ５年～24年
機械装置及び運搬具 ４年～８年
工具、器具及び備品 ４年～15年
リース資産 ５年～12年

② 無形固定資産
定額法
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん ５年～10年
ソフトウェア（自社利用） ５年（社内における利用可能期間）

（３）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。
② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度負担額を計上し
ております。
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③ 製品保証引当金
製品販売後に発生する製品保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績に基づく見

込額を計上しております。
（４）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、音楽用電子機器の開発及び販売を行っております。
当社及び国内連結子会社の製品の販売については、国内販売においては収益認識適用指針第
98項に定める代替的な取扱いを適用し主に出荷時に、輸出販売においては主にインコター
ムズのFOB条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時(船積み時)に収益を認識しておりま
す。
海外連結子会社の製品の販売については、主に製品の出荷時に収益を認識しております。

また、取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素
は含まれておりません。

（５）その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為
替予約については振当処理によっております。

② 退職給付に係る会計処理の方法
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属
させる方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理することとしております。

③重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為
替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額
は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日（以下「収益認識

会計基準」という。））等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支
配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識することといたしました。これにより、当社が実質的に買戻し義務を負っていると判
断される有償支給取引について、金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有
償支給先に残存する支給品の期末棚卸高相当額については、「流動負債」の「有償支給に係
る負債」として認識しております。なお、当該取引において支給品の譲渡に係る収益は認識
しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した
場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用
し、当連結会計年度の期首より前までに従来の取り扱いに従ってほとんど全ての収益の額を
認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当連結会計年度に
係る損益への影響は軽微であり、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
なお当連結会計年度の１株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結損益計算書において、営業外

費用に計上していた「売上割引」については、当連結会計年度より「売上高」から控除して
表示する方法に変更しております。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日（以下「時価算

定会計基準」という。））等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項
及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に
定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ
たって適用することといたしました。これによる連結計算書類に与える影響はありません。
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（米国財務会計基準審議会会計基準編纂書（ASC）第842号「リース」の適用）
米国会計基準を採用している一部の在外連結子会社は、当連結会計年度より、ASC第842

号「リース」を適用しております。これにより、当該在外連結子会社における借手のリース
取引については、原則として全てのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上すること
といたしました。
当該会計基準の適用に伴い、当連結会計年度の期末において、連結貸借対照表の「有形固

定資産」の「リース資産」が78,551千円、「流動負債」の「その他」が21,001千円、「固定
負債」の「その他」が58,454千円増加しております。なお、当連結会計年度において、連
結損益計算書に与える影響は軽微であります。

（収益認識に関する注記）
① 収益の分解
当社グループは、音楽用電子機器事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる

収益、キャッシュ・フローの性質、計上時期等は概ね単一であることから、収益を分解した
情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
② 収益を理解するための基礎となる情報
「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等」の「重要な収益及

び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
③ 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
・顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等
当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重要

な変動も発生していないため、記載を省略しております。また、過去の期間に充足した履
行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。
・残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想さ

れる契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略
しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重
要な金額はありません。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．のれんの評価
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 1,374,833千円
（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法
当社グループは、株式（持分）取得時の被取得企業の事業計画に基づき算定された超過

収益力をのれんとして計上しており、効果の及ぶ期間にわたり均等償却しております。の
れんの減損については、のれんの減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候があると認めら
れた場合、将来キャッシュ・フローに基づいて減損損失認識の要否を判定しております。
② 算出に用いた主な仮定

事業計画の算出に用いた主な仮定は売上高及び売上総利益率であり、各対象会社の直近
の損益実績や需要動向、経営環境等を踏まえ算定しております。なお、新型コロナウイル
ス感染症については現在の状況が2023年12月期末まで継続し、半導体不足については、
2023年12月期の上期は引き続き一部の部品について不足があるものの下期以降徐々に解
消していくと仮定しております。
③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

各社の事業計画については、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける
可能性があります。実績が事業計画と乖離した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類
に影響を与える可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
有形固定資産の減価償却累計額 1,469,858千円
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度増加
株式数

当連結会計年度減少
株式数

当連結会計年度末
株式数

発行済株式
普通株式（株） 4,594,824 ― ― 4,594,824

自己株式
普通株式（株） 316,138 52,825 60,900 308,063

（注）１．自己株式数の増加は、取締役会決議による取得、単元未満株式の買取請求による取得及び譲渡制限付株式の無償取得によ
るものであります。

２．自己株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分及び新株予約権の行使によるものであります。

２．配当に関する事項
（１）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2022年３月29日
定時株主総会 普通株式 218,212 102 2021年12月31日 2022年３月30日

（注）2022年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、1株当たり配当額は当該株式分割前の金
額で記載しております。

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな
るもの
2023年３月28日開催予定の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

決議 株式の
種 類

配当金の総額
（千円）

配当額
の原資

１株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2023年３月28日
定時株主総会

普 通
株 式 214,338 利 益

剰余金 50 2022年12月31日 2023年３月29日

３．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目
的となる株式の種類及び数

普通株式 16,800株
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業運営に必要な資金を、自己資金及び金融機関からの借入により賄
っております。また、一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用しております。デ
リバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない
方針であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金及び未収入金は取引先の信用リスクに晒されており、外貨建ての

売掛金及び未収入金については為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日であります。

その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は金利の変動リスクに晒されており、外貨建ての借入金については為替の変動リ

スクに晒されております。短期借入金の使途は主として運転資金であり、長期借入金は子
会社持分の取得資金であります。
デリバティブ取引は、外貨建て営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を

目的とした先物為替予約取引であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の債務不履行等に関するリスク）の管理
当社は、与信管理規程に従い債権管理を行うこととし、セールス＆マーケティングデ

ィヴィジョンが主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及
び残高を管理するとともに財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っ
ております。連結子会社につきましても与信管理規程に準じた同様の管理を行っており
ます。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するため

に、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。
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② 市場リスクの管理
当社は、ドル建ての資産と負債がなるべく同水準になるよう調整することにより、為

替リスクを管理しております。また、当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債
権について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、一部、為替予約を利
用してヘッジしております。
デリバティブ取引については、為替リスク管理規程に従いアカウンティンググループが
取引、記帳及び契約先と残高照会等を行っております。取引実績は月次で経営会議、半
年毎に取締役会で報告しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、経理担当者が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元

流動性を維持することにより流動性リスクを管理しております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。異なる前提条件等を採用することにより、当該価額
が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。なお、市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額26,540千円)は、次表
には含めておりません。また、「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」及
び「未払法人税等」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省
略しております。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

（１） 長期借入金（１年内含む） 1,074,450 1,049,322 △25,128
（２） リース債務（１年内含む） 141,579 137,299 △4,280

負債計 1,216,030 1,186,621 △29,408
デリバティブ取引 27,934 27,934 －
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（注）市場価格のない株式等は、上表に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
計上額は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
区分 2022年12月31日

非上場株式 26,540

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算

定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

(１)時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

デリバティブ取引
通貨関連 － 27,934 － 27,934

(２)時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 1,049,322 － 1,049,322
リース債務 － 137,299 － 137,299
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(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

デリバティブ取引
為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、その時価

をレベル２の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、時価は

帳簿価額と近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっております。固定金利に
よるものは、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務
リース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,513円92銭
１株当たり当期純利益 88円36銭
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（重要な後発事象に関する注記）
（取得による企業結合）

当 社 は、2022 年 12 月 22 日 開 催 の 取 締 役 会 に お い て、Sound-Service
Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH（以下、Sound Service社）の株式を取得し、子
会社化することを決議し、2023年１月１日付で同社を子会社といたしました。
(１)企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 Sound-Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH
事業の内容 楽器及び音楽用電子機器の仕入及び販売

② 企業結合を行った主な理由
中央ヨーロッパは、当社のグループにとって重要なマーケットであり、中央ヨーロッパの

当社の販売代理店であるSound Service社を子会社化することにより同社との提携を強化し、
中央ヨーロッパ市場の更なる深耕と、グローバルなブランド価値の向上をするためでありま
す。
③ 企業結合日

2023年１月１日
④ 企業結合の法的形式

株式取得
⑤ 結合後企業の名称

変更ありません。
⑥ 取得した議決権比率

企業結合直前に保有していた議決権比率 ０％
取得後の議決権比率 51％

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(２)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 20,000千ユーロ
取得原価 20,000千ユーロ

(３)主要な取得関連費用の内容及び金額
現時点では確定しておりません。

(４)発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。

(５)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
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(多額な資金の借入)
当社は2022年12月22日開催の取締役会において、Sound Service社の株式取得資金調達の

ための借入を行うことを決議し、2023年１月11日付のシンジケートローン契約に基づき、
2023年１月16日に借入を行っております。

１. シンジケートローンの概要
(１)形態 タームローン

(２)組成金額 2,900,000千円

(３)契約締結日 2023年１月11日

(４)借入期間 10年

(５)金利 基準金利+スプレッド

(６)資金使途 株式取得資金

(７)アレンジャー 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行

(８)参加金融機関 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住
友銀行、三井住友信託銀行株式会社

２.財務制限条項
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項の順守義務に

抵触した場合、直ちにこれを支払う義務を負っております。
(１)決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は

2021年12月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の70％の金額以上に維
持する。

(２)２期連続して決算期に係る連結損益計算書上の経常損失を計上しない。
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貸 借 対 照 表
（2022年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流動資産 6,489,646 流動負債 3,951,316
現金及び預金 991,066 買掛金 940,343
売掛金 1,692,092 短期借入金 2,098,100
商品及び製品 2,481,694 関係会社短期借入金 225,590
原材料及び貯蔵品 208,131 1年内返済予定の長期借入金 120,000
未収還付法人税等 20,082 未払金 369,694
未収入金 934,307 未払費用 26,631
前払費用 55,636 前受金 67,300
その他 106,636 賞与引当金 28,592
固定資産 3,076,402 製品保証引当金 45,688
有形固定資産 455,438 その他 29,375
建物 25,707 固定負債 750,000
機械及び装置 5,384 長期借入金 750,000
工具、器具及び備品 398,653 負 債 合 計 4,701,316
建設仮勘定 25,693 （純 資 産 の 部）
無形固定資産 44,066 株主資本 4,864,732
ソフトウェア 43,416 資本金 212,276
その他 649 資本剰余金 261,838
投資その他の資産 2,576,897 資本準備金 261,838
関係会社株式 2,309,961 利益剰余金 4,756,641
出資金 1,510 利益準備金 6,400
長期前払費用 67,699 その他利益剰余金 4,750,241
繰延税金資産 130,202 別途積立金 5,000
破産更生債権 192,569 繰越利益剰余金 4,745,241
その他 67,524 自己株式 △366,022
貸倒引当金 △192,569 純 資 産 合 計 4,864,732
資 産 合 計 9,566,049 負債・純資産合計 9,566,049
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損 益 計 算 書
（自2022年１月１日 至2022年12月31日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売上高 7,896,042
売上原価 5,044,323
売上総利益 2,851,719
販売費及び一般管理費 2,491,844
営業利益 359,874
営業外収益
受取利息 124
受取配当金 265,820
為替差益 39,874
その他 1,848 307,667

営業外費用
支払利息 37,520
その他 487 38,007
経常利益 629,534
特別損失
固定資産除却損 35,616 35,616
税引前当期純利益 593,918
法人税、住民税及び事業税 85,330
法人税等調整額 △2,433 82,896
当期純利益 511,021

2023年02月24日 16時14分 $FOLDER; 50ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



― 50 ―

株主資本等変動計算書
（自2022年１月１日 至2022年12月31日）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

2022年１月１日残高 212,276 261,838 － 261,838 6,400 5,000 4,484,096 4,495,496
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △218,212 △218,212
当期純利益 511,021 511,021
自己株式の取得
自己株式の処分 △31,663 △31,663
自己株式処分差損の振替 31,663 31,663 △31,663 △31,663

事業年度中の変動額合計 － － － － － － 261,144 261,144
2022年12月31日残高 212,276 261,838 － 261,838 6,400 5,000 4,745,241 4,756,641

株主資本
純資産
合計自己株式 株主資本

合計

2022年１月１日残高 △374,010 4,595,601 4,595,601
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △218,212 △218,212
当期純利益 511,021 511,021
自己株式の取得 △64,602 △64,602 △64,602
自己株式の処分 72,590 40,926 40,926
自己株式処分差損の振替 － －

事業年度中の変動額合計 7,987 269,131 269,131
2022年12月31日残高 △366,022 4,864,732 4,864,732
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１．資産の評価基準及び評価方法
（１）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

（２）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有する棚卸資産
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法によ

り算定）

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ８年～24年
機械及び装置 ４年～８年
工具、器具及び備品 ４年～14年

（２）無形固定資産
定額法
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウェア（自社利用） ５年（社内における利用可能期間）

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。
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４．重要な収益及び費用の計上基準
当社は、音楽用電子機器の開発及び販売を行っております。

当社の製品の販売については、国内販売においては収益認識適用指針第98項に定める代替
的な取扱いを適用し主に出荷時に、輸出販売においては主にインコタームズのFOB条件に
基づきリスク負担が顧客に移転した時(船積み時)に収益を認識しております。
また、取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に受領しており、重要な金融

要素は含まれておりません。

５．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

（２）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度負担額を計上してお

ります。
（３）製品保証引当金

製品販売後に発生する製品保証に伴う費用の支出に備えるため、過去の実績に基づく見
込額を計上しております。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日（以下「収益認識

会計基準」という。））等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が
顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合
の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計
方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事
業年度の期首より前までに従来の取り扱いに従ってほとんど全ての収益の額を認識した契約
に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。この結果、当事業年度に係る損益への影響
は軽微であり、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。なお当事業年度の１株
当たり情報に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日（以下「時価算定
会計基準」という。））等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び
「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に定め
る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたっ
て適用することといたしました。これによる計算書類に与える影響はありません。

（収益認識に関する注記）
・収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

（その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項）
① ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為
替予約については振当処理によっております。
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（会計上の見積りに関する注記）
１．関係会社株式の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 2,309,961千円
（２）会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法
関係会社株式は全て非上場株式であり、市場価格のない株式等であることから取得原価

を資産計上しております。関係会社株式は、その実質価格が帳簿価格を著しく下回った場
合は、当該関係会社の財政状態の回復可能性を検討し、減損損失認識の要否を判断してお
ります。
② 算出に用いた主な仮定

財政状態の回復可能性の検討にあたっては、当該関係会社の事業計画を利用しており、
事業計画の作成にあたり用いた主な仮定は売上高及び売上総利益率であり、各対象会社の
直近の損益実績や需要動向、経営環境を踏まえ算定しております。なお、事業計画の作成
に当たり、新型コロナウイルス感染症については現在の状況が2023年12月期末まで継続
し、半導体不足については、2023年12月期の上期は引き続き一部の部品について不足が
あるものの下期以降徐々に解消していくと仮定しております。
③ 翌事業年度の計算書類に与える影響

各社の事業計画については、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける
可能性があります。実績が事業計画と乖離した場合には、翌事業年度の計算書類に影響を
与える可能性があります。

（貸借対照表に関する注記）
１．有形固定資産の減価償却累計額 1,155,047千円

２．保証債務
Mogar Music S.r.l.の下記の取引に関する債務保証

金融機関からの借入 410,263千円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 1,003,079千円
短期金銭債務 4,080千円
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（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 3,754,360千円
売上原価 62,521千円
販売費及び一般管理費 167,421千円

営業取引以外の取引による取引高 270,011千円

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 308,063 株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
貸倒引当金 58,964千円
棚卸資産評価損 17,649
製品保証引当金 13,989
関係会社株式等評価損 13,510
賞与引当金 9,954
関係会社株式等評価損 1,520
未払事業税 △43
その他 14,894

繰延税金資産合計 130,439
繰延税金負債
その他 236

繰延税金負債合計 236
繰延税金資産純額 130,202
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種 類 会社等
の名称

議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末

残高

子会社

ZOOM HK
LTD

所有
直接100％

業務委託
資金の借入
配当の受取
役員の兼務

資金の借入（注１）
利息の支払（注１）
配当の受取

225,590
4,191

265,820
関係会社短期借入金 225,590

Mogar Music
S.r.l.

所有
直接51％

当社製品の販売
債務保証
役員の兼務

債務保証（注３） 410,263 － －

ZOOM North
America, LLC

所有
直接100％

当社製品の販売
役員の兼務 製品の販売（注２） 3,106,537 売 掛 金 914,865

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の借入については、市場金利を参考にして利率を合理的に決定しております。また、資金の借入の取引金額について

は、期中平均残高を記載しております。
２．市場実勢を勘案して当社の希望価格を提示し、価格交渉のうえで決定しております。
３．Mogar Music S.r.l.の金融機関からの借入金に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。

（１株当たり情報に関する注記）
１株当たり純資産額 1,134円83銭
１株当たり当期純利益 119円60銭

（重要な後発事象に関する注記）
連結注記表の「重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しており

ます。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年２月17日

株 式 会 社 ズ ー ム
取 締 役 会 御中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 上 卓 哉 印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 清 水 幸 樹 印

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ズームの2022年１月１日から2022年12月31日までの

連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ズーム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当

監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項

１．重要な後発事象に関する注記に記載されている通り、会社は2022年12月22日開催の取締役会において決議し、
2023年１月１日付でSound-Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbHの株式を取得し子会社としている。

２．重要な後発事象に関する注記に記載されている通り、会社は2022年12月22日開催の取締役会において決議し、
2023年１月11日付でシンジケートローン契約を締結し、2023年１月16日に借入を行っている。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに

ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう

かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手
する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対
して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている
場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2023年２月17日
株式会社 ズ ー ム

取 締 役 会 御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 石 上 卓 哉 印
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 清 水 幸 樹 印

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ズームの2022年１月１日から2022年12月31日

までの第40期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算

書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当

監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項

１．重要な後発事象に関する注記に記載されている通り、会社は2022年12月22日開催の取締役会において決議し、
2023年１月１日付でSound-Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbHの株式を取得し子会社としている。

２．重要な後発事象に関する注記に記載されている通り、会社は2022年12月22日開催の取締役会において決議し、
2023年１月11日付でシンジケートローン契約を締結し、2023年１月16日に借入を行っている。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている
場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年１月１日から2022年12月31日までの第40期事業年度における取締役の職務の
執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。
１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容
並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施しました。
① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内

部統制部門と連携のうえ、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事
項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお
いて業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整
備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2023年２月21日

株式会社ズーム 監査等委員会
監査等委員 横山 和樹 印
監査等委員 山根 深 印
監査等委員 伊藤 勝彦 印

（注） 監査等委員横山和樹、山根深及び伊藤勝彦は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社
外取締役であります。

以上
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〈メ モ 欄〉
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湯島聖堂

新お茶の水
ビル

日本大学三井住友海上
駿河台新館

三井住友海上
駿河台ビル

郵便局 龍名館

WATERRAS
（ワテラス）

お茶の水
ホテルジュラク

神田
郵便局

出口 B2

出口 B1出口 B1

出口２

出口１

東京復活大聖堂
（ニコライ堂）

丸ノ内線 御茶ノ水駅

御茶ノ水橋口
聖橋口

神 田 川

秋葉原→

東京→

外堀通り

東
京
↓

JR 御茶ノ水駅

千
代
田
線
新
御
茶
ノ
水
駅

株式会社
ズーム

御茶ノ水
ソラシティ
御茶ノ水
ソラシティ

株主総会会場ご案内図
会 場： 東京都千代田区神田駿河台四丁目６番地 御茶ノ水ソラシティ１階

ソラシティカンファレンスセンター Ｒｏｏｍ Ｂ
電 話： 03－6206－4855
交 通： JR中央線・総武線御茶ノ水駅

地下鉄千代田線新御茶ノ水駅
地下鉄丸ノ内線御茶ノ水駅

聖橋口
出口Ｂ２
出口１

徒歩１分
直通
徒歩４分

お願い：お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

2023年02月24日 16時14分 $FOLDER; 64ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）


